
令和元年度 第５回宮古島市教育委員会（定例会）議事日程

令和元年８月19日（月） 午前９時 開議

未来創造センター 会議室

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 承 認 事 項 会議録の承認について（令和元度第４回定例会）

日程第３ 承 認 事 項 会議録の承認について（令和元度第１回臨時会）

日程第４ 報 告 教育長報告

日程第５ 議案第17号 宮古島市幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について

日程第６ 議案第18号 宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について

日程第７ 議案第19号 宮古島市文化ホール条例の一部改正について

日程第８ 議案第20号 宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部改正について

日程第９ 議案第21号 令和２年度宮古島市立学校使用教科書の採択について

日程第10 そ の 他



議案第１７号  

 

   宮古島市幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について 

 

 上記の議案を、別紙のように提案する。  

 

  令和元年８月１９日  

 

 

宮古島市教育委員会  

教育長 宮國 博  

 

提案理由  

  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）の施

行に伴い、保育料等を改めるには、条例を改正する必要があるので、本案を

提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮古島市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 

 

宮古島市立幼稚園保育料等徴収条例（平成 27 年宮古島市条例第 23 号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第２項中「第 65 号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「第１号

の内閣総理大臣が定める基準（当該児童が受けた教育が子ども・子育て支援法

第 28 条第１項第３号の特別利用教育であるときは、同条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準）により算定した費用の額（その額が現に保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額）とする」を「第２

号で定める額を限度として保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘

案して定める額とする」に改め、同条第３項中「子ども・子育て支援法第 59 条」

を「法第 59 条」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、法第 30 条の４第２号又は法第 30 条の５第７項第２号による認定

を受けたものは、子ども・子育て支援法施行令（平成 26 年政令第 213 号）第

15 条の６第２項及び同項第２号に定める額を控除した額とする。 

第３条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、月の途中に入園する場合、その他教育長が特に必要と認める場合

においては、別に教育長が定める日までに納付するものとする。 

第３条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前条に定めた保育料又は通年利用の預かり保育料の１年分に相当する額の

全部又は一部を前納することができる。 

第４条中「市長」を「教育長」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年 10 月１日から施行する。 

 



議案第１８号  

 

   宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 上記の議案を、別紙のように提案する。  

 

  令和元年８月１９日  

 

 

宮古島市教育委員会  

教育長 宮國 博  

 

提案理由  

  消費税率の改正等に伴い、使用料の額の変更等、条例の一部を改正する必要

があるので、本案を提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

宮古島市立体育施設の設置及び管理に関する条例（平成 25 年宮古島市条例第 35

号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条第５号を削る。 

別表第１宮古島市佐良浜スポーツセンターの項を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第５条関係） 

名称 開場時間 

宮古島市陸上競技場 (1) 午前８時 30 分から午後９時 30 分まで 

宮古島市総合体育館 

宮古島市民球場 

宮古島市平良多目的屋内運動場 

宮古島市多目的前福運動場 

宮古島市城辺陸上競技場 

宮古島市城辺トレーニングセン

ター 

宮古島市下地陸上競技場 

宮古島市下地体育館 

宮古島市上野陸上競技場 

宮古島市上野体育館 

宮古島市伊良部勤労者体育セン

ター 

別表第３の１の⑴表を次のように改める。 

利用目的 入場料徴収

の有無 

利用者 利用時間 

９時～13

時 

13 時～ 

17 時 

９時～ 

17 時 

17 時～ 

21 時 30 分 

陸上競技入場料を徴競技団体 円 円 円 円



場及びそ

の他のア

マチュア

スポーツ

並びに体

育レクリ

エーショ

ンの普及

振興のた

めの催物

に専用す

る。 

収する場合 （宮古島

市スポー

ツ協会並

びに同協

会に加盟

する団体

及びその

下部組織

をいう。

以 下 同

じ。）及び

学校（大

学 を 含

む。以下

同じ。） 

6,050 6,050 1,210 6,050

上記以外

のもの 

12,100 12,100 24,200 12,100

入場料を徴

収しない場

合 

競技団体

及び学校 

2,750 2,750 5,500 2,750

上記以外

のもの 

5,500 5,500 11,000 5,500

上記の利

用目的で

利用する

場合の練

習のため

に団体で

専 用 す

る。 

入場料徴収の有無、利用者及び利用時間の区分に応じそれぞれ上記

の場合の半額 

衛生施設 興行 １時間につき 2,750 円



大会 440 円

別表第３の１の⑵の表を次のように改める。 

利用者 利用時間 

９時～13 時 13 時～17 時 17 時～21 時 30 分 

高校生以下 55 円 55 円 55 円

学生・一般 110 円 110 円 110 円

別表第３の１の⑶の表を次のように改める。 

区分 使用料 

会議室 １室１時間につき 550 円

冷房設備 33 円

放送設備 １日１回につき 550 円

シャワー １回につき 110 円

屋外照明 ６灯まで（日没～） 無料

全灯１時間につき 1,650 円

別表第３の１の⑸の表を次のように改める。 

区分 使用料 

中・高校生 １人２時間につき 110 円

学生・一般 220 円

別表第３の２の⑴の表を次のように改める。 

施設 利用区分 利用時間 

９ 時 ～

13 時 

13 時 ～

17 時 

17 時 ～

21 時 30

分 

９ 時 ～

17 時 

13 時 ～

21 時 30

分 

９ 時 ～

21 時 30

分 

一 階

運 動

室 

アマチュアスポー

ツ等に利用する場

合 

円 

4,400 

円

5,500

円

6,600

円

9,900

円

12,100

円

16,500

入 場

料 を

徴 収

文 化 的 催 物

及 び プ ロ ス

ポ ー ツ 的 な

13,200 14,300 17,600 27,500 31,900 45,100



し な

い 場

合 

催物の場合 

入 場

料 を

徴 収

す る

場合 

文 化 的 催 物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最高

入場料（税込）の 50 人分を加算する。 

プ ロ ス ポ ー

ツ 的 な 催 物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最高

入場料（税込）の 100 人分を加算する。 

小 運

動室 

アマチュアスポー

ツ等に利用する場

合 

385 605 715 990 1,320 1,705

上記以外の場合 1,155 1,705 2,310 2,860 4,015 5,170

別表第３の２の⑵の表を次のように改める。 

学生 ２時間 55 円 回数券（11 回） 550 円 

一般 ２時間 110 円 回数券（11 回） 1,100 円 

別表第３の２の⑷の表を次のように改める。 

場内放送施設 １回につき 1,210 円 

会議室 １時間につき 1,210 円 

照明施設 １灯につき 38 円 

衛生費 ４時間未満 1,760 円 ４時間以上 3,520 円 

別表第３の３の表を次のように改める。 

宮古島市民球場使用料 

区分 小・中・高校生 一般・団体・大学

生 

職業チーム その他 

練 習 の

場合 

１ 時 間 に つ き

220 円 

１ 時 間 に つ き

550 円 

基本料金９時～

13 時 5,500 円 

13 時 ～ 17 時 

5,500 円 

17 時～21 時 30

分 5,500 円 

基本料金９時～13

時 5,500 円 

13 時 ～ 17 時

5,500 円 

17 時～21 時 30 分

5,500 円 



超過料金１時間

に つ き  1,000

円 

超過料金１時間に

つき 1,100 円 

大会

の場

合 

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合 

１ 試 合 に つ き

550 円 

１試合増すごと

に 300 円 330 円

を加算する。 

１ 試 合 に つ き

1,100 円 

１試合増すごと

に 550 円を加算

する。 

基本料金９時～

13 時 5,500 円 

13 時 ～ 17 時 

5,500 円 

17 時～21 時 30

分 5,500 円 

超過料金１時間

に つ き  1,100

円 

基本料金９時～13

時 5,500 円 

13 時 ～ 17 時

5,500 円 

17 時～21 時 30 分

5,500 円 

超過料金１時間に

つき 1,100 円 

入

場

料

を

徴

収

す

る

場

合 

基

本

料

金 

９時～ 13 時 

1,650 円 

基

本

料

金 

９時～ 13 時

1,650 円 

最高入場料（税

込）に 100 を乗じ

て得た額に上欄

の使用料を加算

する。 

最高入場料（税込）

に 100 を乗じて得

た額に上欄の使用

料を加算する。 

13 時～17 時 

1,650 円 

13 時～17 時

1,650 円 

17 時～21 時

30 分 1,650

円 

17 時～21 時

30 分 1,650

円 

１ 試 合 に つ き

880 円第２試合

から１試合増す

ごとに 440 円を

加算する。 

１ 試 合 に つ き

1,320 円第２試

合から１試合増

すごとに 660 円

を加算する。 

照明施設使用料（１時間当たりの使用料） 

小・中・高校生 2,200 円１時間未満でも１時間とみなす。 

一般・団体・大学生 2,750 円

職業チーム 3,850 円



その他 4,400 円

附属施設使用料 

シャワー室 １人１回につき 110 円 

会議室 １時間につき 1,100 円※クーラー使用は１時間につき

550 円加算 

場内放送装置一式 １回につき 1,100 円 

スコアボード１式 １試合につき 220 円 

衛生費 大会 １時間につき（１時間未満でも１時間とする。） 550 円

その他 〃 550 円 

別表第３の４の表を次のように改める。 

区分 全面１時間当たり使用料（円／時

間） 

アリーナ 照明 

利 用 者 が ア

マ チ ュ ア 体

育・スポーツ

及 び レ ク リ

ェ ー シ ョ ン

に 利 用 す る

場合 

入 場 料 を 徴

収 し な い 場

合 

小・中・高生 1,870 円 3,300 円

大学・一般 3,740 円

入 場 料 を 徴

収する場合 

小・中・高生 3,740 円 6,600 円

大学・一般 7,480 円

利 用 者 が 職

業 チ ー ム の

場合 

入 場 料 を 徴

収 し な い 場

合 

 14,960 円 13,200 円

入 場 料 を 徴

収する場合 

上 記 使 用 料 の ほ

か、最高入場料（税

込）の 100 人分を

加算する。 

13,200 円

興行・その他入 場 料 を 徴

収 し な い 場

合 

11,220 円 9,900 円



入 場 料 を 徴

収する場合 

上 記 使 用 料 の ほ

か、最高入場料（税

込）の 100 人分を

加算する。 

9,900 円

衛

生

施

設 

練習 １時間につき 330 円

大会 １時間につき 660 円

興行 １時間につき 3,300 円

別表第３の５の⑴の表を次のように改める。 

利用目的 利用者 利用時間 屋外照明料 

９時～13

時 

13 時～17

時 

17 時 ～ 21

時 30 分 

１時間につ

き 

アマチュアスポ

ーツ並びに体育

レクレーション

の普及振興のた

め 

小中高校生 660 円 660 円 1,100 円 1,100 円 

大学生・一

般 

1,650 円 1,650 円 2,200 円 1,100 円 

上記以外のもの  11,000 円 11,000 円 22,000 円 2,200 円 

別表第３の５の⑵の表を次のように改める。 

利用目的 利用者 利用時間 

９時～13 時 13 時～17 時 17 時以降 

アマチュアスポ

ーツ並びに体育

レクレーション

の普及振興のた

め 

小中高校生 550 円 550 円１時間 220 円

大学生・一般 1,100 円 1,100 円１時間 440 円

上記以外のもの  5,500 円 5,500 円１時間 2,200

円 

別表第３の５の⑶中「200 円」を「220 円」に改める。 

別表第３の６の表を次のように改める。 



区分 利用時間 使用料 

団体等の専用利用の場合 ９時～13 時 4,400 円

13 時～19 時 6,600 円

９時～19 時 11,000 円

専用使用以外の個人利用

の場合 

９時～日没 無料 

夜間照明施設の利用の場

合 

日没～21 時 

１時間につき 

 

半分（36 灯）使用の場合 550 円

全部（72 灯）使用の場合 1,100 円

別表第３の７の⑴の表を次のように改める。 

施設 利用区分 利用時間 

９ 時 ～

13 時 

13 時 ～

17 時 

17 時 ～

21 時 30

分 

９ 時 ～

17 時 

13 時 ～

21 時 30

分 

９ 時 ～

21 時 30

分 

一 階

運 動

室 

アマチュアスポ

ーツ等に利用す

る場合 

円 

2,200 

円

2,200

円 

3,300 

円

4,400

円

5,500

円

7,700

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 

文化的催物

及びプロス

ポーツ的な

催物の場合 

6,600 6,600 8,800 13,200 15,400 22,000

入 場

料 を

徴 収

す る

場合 

文化的催物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最高入

場料（税込）の 50 人分を加算する。 

プロスポー

ツ的な催物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最高入

場料（税込）の 100 人分を加算する。 

別表第３の７の⑵の表を次のように改める。 



学生 ２時間以内 55 円 

一般 ２時間以内 110 円 

別表第３の８の表を次のように改める。 

区分 時間 使用料 

団体等の専用利用の場合 ９時～13 時 4,400 円 

13 時～19 時 6,600 円 

９時～19 時 11,000 円 

専用利用以外の個人利用の場合  無料 

夜間照明施設の利用の場合 日没から 21 時 30 分

まで 

30 分につき 

330 円 

別表第３の８備考中「1,050 円」を「1,100 円」に改める。 

別表第３の９の⑴の表を次のように改める。 

施設 利用区分 利用時間 

９ 時 ～

13 時 

13 時～

17 時 

17 時～

21 時 30

分 

９ 時 ～

17 時 

13 時～

21 時 30

分 

９ 時 ～

21 時 30

分 

一階運

動室 

アマチュアスポー

ツ等に利用する場

合 

円 

3,300 

円

3,300

円 

3,300 

円 

6,600 

円

6,600

円 

9,900 

入場料

を徴収

しない

場合 

文化的催物

及びプロス

ポーツ的な

催物の場合 

7,700 7,700 7,700 15,400 15,400 23,100 

入場料

を徴収

する場

合 

文化的催物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最

高入場料（税込）の 50 人分を加算する。 

プロスポー

ツ的な催物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最

高入場料（税込）の 100 人分を加算する。 

別表第３の９の⑵の表を次のように改める。 



学生 ２時間以内 55 円 

一般 ２時間以内 110 円 

別表第３の 10 の表を次のように改める。 

区分 時間 使用料 

団体等の専用利用の場合 ９時～13 時 4,400 円

13 時～19 時 6,600 円

９時～19 時 11,000 円

専用利用以外の個人利用の場

合 

 無料 

別表第３の 10 備考中「1,050 円」を「1,100 円」に改める。 

別表第３の 11 の⑴の表を次のように改める。 

施設 利用区分 利用時間 

９ 時 ～

13 時 

13 時～

17 時 

17 時 ～

21 時 30

分 

９ 時 ～

17 時 

13 時 ～

21 時 30

分 

９ 時 ～

21 時 30

分 

一 階

運 動

室 

アマチュアスポ

ーツ等に利用す

る場合 

円 

4,400 

円

4,400

円 

5,500 

円

8,800

円

9,900

円

14,300

入 場

料 を

徴 収

し な

い 場

合 

文化的催物

及びプロス

ポーツ的な

催物の場合 

8,800 8,800 9,900 17,600 18,700 27,500

入 場

料 を

徴 収

す る

場合 

文化的催物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最高入

場料（税込）の 50 人分を加算する。 

プロスポー

ツ的な催物

の場合 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、最高入

場料（税込）の 100 人分を加算する。 

別表第３の 11 の⑵表を次のように改める。 



学生 ２時間以内 55 円 

一般 ２時間以内 110 円 

別表第３の「12 佐良浜スポーツセンター使用料」の表を削る。 

別表第３の 13 の表を次のように改める。 

12 伊良部勤労者体育センター使用料 

区分 ９時～12 時 12 時～17

時 

17 時 ～ 21

時 30 分 

全日 超過料（１

時 間 当 た

り） 

一般 1,100 円 1,650 円 1,650 円 3,850 円 440 円

高校生以下 550 円 880 円 880 円 1,980 円 220 円

入場料を徴収す

る場合 

5,500 円 8,800 円 8,800 円 19,800 円 2,200 円

放送装置を使用

する場合 

330 円を追

加 徴 収 す

る。 

550 円を追

加 徴 収 す

る。 

330 円を追

加 徴 収 す

る。 

1,210 円を

追加徴収す

る。 

 

附 則 

この条例は、令和元年 10 月１日から施行する。 

 



議案第１９号  

 

   宮古島市文化ホール条例の一部改正について 

 

 上記の議案を、別紙のように提案する。  

 

  令和元年８月１９日  

 

 

宮古島市教育委員会  

教育長 宮國 博  

 

提案理由  

  消費税率の改正に伴い、宮古島市文化ホールの使用料及び冷房料金を改め

るには、条例の一部を改正する必要があるので、本案を提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮古島市文化ホール条例の一部を改正する条例 

 

宮古島市文化ホール条例（平成 17 年宮古島市条例第 200 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表の⑴の表を次のように改める。 

時間

入場料区分 

午前 

９時～

12 時 

午後 

13 時～

17 時 

夜間 

18 時～

22 時 

昼間 

９時～

17 時 

昼夜間 

13 時～

22 時 

全日 

９時～

22 時 

無料  円 円 円 円 円 円

平日 9,350 19,800 23,650 27,500 40,700 47,300

土日・祝

祭日 

11,550 24,750 29,700 34,650 51,150 59,400

500 円未満 平日 11,550 24,750 29,700 34,650 51,150 59,400

土日・祝

祭日 

14,300 30,800 36,850 42,900 63,800 74,250

500 円 以 上

1,000 円 未

満 

平日 14,300 30,800 36,850 42,900 63,800 74,250

土日・祝

祭日 

17,600 38,500 46,200 53,900 79,750 92,400

1,000 円 以

上 1,500 円

未満 

平日 22,000 46,200 56,100 64,900 95,700 111,100

土日・祝

祭日 

26,400 58,300 69,300 81,400 119,900 138,600

1,500 円 以

上 2,000 円

未満 

平日 26,400 58,300 69,300 81,400 119,900 138,600

土日・祝

祭日 

33,000 72,600 86,900 101,200 149,600 173,800

2,000 円 以

上 3,000 円

未満 

平日 33,000 72,600 86,900 101,200 149,600 173,800

土日・祝

祭日 

41,800 90,200 108,900 126,500 187,000 216,700

3,000 円 以平日 41,800 90,200 108,900 126,500 187,000 216,700



上 4,000 円

未満 

土日・祝

祭日 

51,700 111,100 135,300 158,400 234,300 271,700

4,000 円 以

上 

平日 51,700 111,100 135,300 158,400 234,300 271,700

土日・祝

祭日 

64,900 138,050 166,100 198,000 292,600 338,800

別表備考中「5,250 円」を「5,500 円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和元年 10 月１日から施行する。 

 

 



議案第２０号  

 

   宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部改正について 

 

 上記の議案を、別紙のように提案する。  

 

  令和元年８月１９日  

 

 

宮古島市教育委員会  

教育長 宮國 博  

 

提案理由  

  消費税率の改正に伴い、使用料を改めるには、条例の一部を改正する必要

があるので、本案を提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮古島市立学校施設使用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

宮古島市立学校施設使用料徴収条例（平成 17 年宮古島市条例第 192 号）の一

部を次のように改正する。 

別表の⑴の表中「2,100」を「2,200」に、「4,200」を「4,400」に、「8,400」

を「8,800」に改める。 

別表備考中「315 円」を「330 円」に、「31 円」を「33 円」に改める。 

別表の⑵の表中「1,050」を「1,100」に、「2,100」を「2,200」に、「4,200」

を「4,400」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和元年 10 月１日から施行する。 

 

 



議案第２１号  

 

   令和２年度宮古島市立学校使用教科書の採択について 

 

 上記の議案を、別紙のように提案する。  

 

  令和元年８月１９日  

 

 

宮古島市教育委員会  

教育長 宮國 博  

 

提案理由  

  学校教科書の改訂に伴い、令和２年度より宮古島市立学校で使用する教科

書については、教科用図書宮古採択地区協議会において選定した教科書の採

択をする必要があるので、本案を提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


